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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
精
神
障
が
い
区
分
認
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
平
成
十
八
年
四
月
か
ら
九
月
ま
で
の
間
に
市
町
村
で
行
わ
れ
た
障
害
程
度
区
分
（
障
害
者
自
立

支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
障
害
程
度
区
分
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
判

定
結
果
の
調
査
（
以
下
「
判
定
結
果
調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
に
よ
る
と
、
精
神
障
害

に
つ
い
て
は
、
身
体
障
害
及
び
知
的
障
害
に
比
べ
て
、
区
分
四
か
ら
区
分
六
ま
で
に
判
定
さ
れ
た
事
例
の
割
合
が
低
く
な
っ

て
い
る
。

二
及
び
四
に
つ
い
て

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
、
障
害
程
度
区
分
の
在
り
方
に
つ
い
て
関
係
団
体
か
ら
意
見
を
聴
取
し
、
現
在
、
そ
の
結
果
を
踏

ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
障
害
の
特
性
を
よ
り
適
切
に
反
映
し
、
よ
り
客
観
的
な
障
害
程
度
区
分
の
判
定
を
行
う
こ
と
が
出
来
る

よ
う
、
当
該
判
定
に
必
要
な
調
査
の
項
目
及
び
当
該
判
定
の
基
準
に
つ
い
て
見
直
し
を
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

判
定
結
果
調
査
に
よ
る
と
、
障
害
程
度
区
分
の
判
定
結
果
に
つ
い
て
は
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
様
々
な
傾
向
に
あ
る
と

一



い
う
状
況
で
あ
る
。

二


